
鶴岡
つるおか

市立
しりつ

小中学校
しょうちゅうがっこう

 児童
じどう

・生徒
せいと

のみなさんへ 

 

タブレット活用
かつよう

のルールについて 

 

 学習
がくしゅう

内容
ないよう

をよりよく理解
りかい

したり、学
まな

びをより豊か
ゆたか

にしたりするために、タブレットを上手
じょうず

に活用
かつよう

していきましょう。鶴岡市
つるおかし

では、児童
じどう

・生徒
せいと

のみなさんが安心
あんしん

・安全
あんぜん

・快適
かいてき

にタブレットを活用
かつよう

して

いくために、「タブレット活用
かつよう

のルール」を作
つく

りました。みんなでルールをしっかり守
まも

って、楽
たの

しく

学習
がくしゅう

を進
すす

めていきましょう。 

 

１．タブレットは誰
だれ

のもの？ 

 自分
じぶん

が使
つか

うタブレットは自分
じぶん

専用
せんよう

ですが、「自分
じぶん

のもの」ではありません。「鶴岡市
つるおかし

から借
か

りているも

の」なので、壊
こわ

したり無
な

くしたりしないように大切
たいせつ

に使
つか

いましょう。 

 

２．タブレットを使
つか

う目的
もくてき

 

 タブレットは学習
がくしゅう

活動
かつどう

のために使
つか

います。ＳＮＳ
えすえぬえす

やゲームなど、「学習
がくしゅう

活動
かつどう

以外
いがい

のこと」に使
つか

っ

てはいけません。 

 

３．使
つか

っていい場所
ばしょ

 

 タブレットを使
つか

っていい場所
ばしょ

は、学校
がっこう

や自分
じぶん

の家
いえ

など普段
ふだん

勉強
べんきょう

する場所
ばしょ

や、コミュニティセンター

や公民館
こうみんかん

、図書館
としょかん

など公共
こうきょう

の場所
ばしょ

です。これ以外
いがい

の場所
ばしょ

では使
つか

ってはいけません。特
とく

に道路
どうろ

などは危
あぶ

ないので、登
とう

下校
げこう

の途中
とちゅう

では絶対
ぜったい

にタブレットを使
つか

いません。 

 インターネットは、安全
あんぜん

に使
つか

えるところだけで使
つか

います。 

 〇使っていい場所 

  ・学校
がっこう

 ・自分
じぶん

の家
いえ

 ・学童
がくどう

 ・コミュニティセンター ・公民館
こうみんかん

 ・図書館
としょかん

 

  ※友達
ともだち

の家
いえ

で一緒
いっしょ

に勉強
べんきょう

する時
とき

は、友達
ともだち

の家
いえ

の人
ひと

に許可
きょか

をもらってから使
つか

います。 

 △保護者
ほ ご し ゃ

の人
ひと

と一緒
いっしょ

の時
とき

に使
つか

っていい場所
ばしょ

 

  ・パスワードで保護
ほ ご

された無線
むせん

ＬＡＮ
ら ん

のところ（マクドナルドやスターバックスなど） 

 ×使
つか

ってはいけない場所
ばしょ

 

  ・パスワードで保護
ほ ご

されていない無線
むせん

ＬＡＮ
ら ん

のところ（コンビニなど） 

 ※インターネットを使
つか

っていい場所
ばしょ

かどうか分
わ

からない時
とき

は、先生
せんせい

に聞
き

きます。 

 

４．インターネットを安全
あんぜん

に使
つか

うために 

 学習
がくしゅう

活動
かつどう

以外
いがい

のサイトは表示
ひょうじ

できないように設定
せってい

されていますが、間違
まちが

ってもしも危険
きけん

なサイト

を表示
ひょうじ

してしまったときは、すぐに大人
おとな

に知
し

らせましょう。 

 

５．使
つか

うときに気
き

を付
つ

けること 

 ※壊
こわ

したりしないようにするにはどうしたらいいか、考
かんが

えましょう。 



・落
お

としたり、水
みず

に濡
ぬ

らしたりしないように気
き

を付
つ

けます。 

・カバンの下
した

や地面
じめん

に置
お

いたりしません。 

・持
も

ったまま走
はし

りません。 

・タブレットの画面
がめん

には、シャープペンシルなどのとがったものをぶつけません。２Ｂよりも柔
やわ

らかい

鉛筆
えんぴつ

はタッチペンの代
か

わりに使
つか

えます。 

・タブレット本体
ほんたい

に落書
らくが

きしたり、シールを貼
は

ったり、磁石
じしゃく

を近
ちか

づけたりしません。 

 

６．学校
がっこう

の中
なか

で使
つか

うとき 

 校内
こうない

でタブレットを使
つか

う時
とき

は、先生
せんせい

の言
い

うことをよく聞
き

きます。 

 休
やす

み時間
じかん

や放課後
ほ う か ご

に使
つか

いたいときは、先生
せんせい

から許可
きょか

をもらってから使
つか

います。 

 

７．自分
じぶん

の家
いえ

で使
つか

うとき 

 １日
にち

の中
なか

で使
つか

う時間
じかん

を、家
いえ

の人
ひと

とよく話
はな

し合
あ

いましょう。 

 あまり長
なが

い時間
じかん

連続
れんぞく

して使
つか

わないようにしましょう。 

 １週間
しゅうかん

のうち１日は、夜
よる

寝
ね

るときに電源
でんげん

コードを繋
つな

いで、タブレットの電源
でんげん

を入れたままにしま

す。 

 

８．タブレットを使
つか

わないとき 

 学校
がっこう

で保管
ほかん

するときは、充電
じゅうでん

保管庫
ほ か ん こ

等
など

、先生
せんせい

の指示
し じ

に従
したが

って保管
ほかん

します。自分
じぶん

のタブレットを保管
ほかん

する場所
ばしょ

は、先生
せんせい

に聞
き

きましょう。 

 自分
じぶん

の家
いえ

で保管
ほかん

するときは、家
いえ

の人
ひと

から見
み

えるところに置
お

いておきます。 

 

９．健康
けんこう

のために 

 タブレットを使
つか

うときは、画面
がめん

に近
ちか

づきすぎないようにしましょう。 

 ３０分
ふん

使
つか

ったら１度
ど

遠
とお

くの景色
けしき

を見
み

るなど、ときどき目
め

を休
やす

ませましょう。 

 

１０．個人
こじん

情報
じょうほう

 

 自分
じぶん

のタブレットは自分
じぶん

専用
せんよう

です。他人
たにん

に貸
か

したり使
つか

わせたりしません。（兄弟
きょうだい

姉妹
しまい

でも貸
か

し借
か

り

はしません。） 

 ただし、先生
せんせい

から使
つか

い方
かた

を教
おし

えてもらうときや、教育
きょういく

委員会
いいんかい

の人
ひと

などが設定
せってい

を治
なお

すときなどは、

使
つか

わせても大丈夫
だいじょうぶ

です。 

 自分
じぶん

や他人
たにん

の個人
こじん

情報
じょうほう

（名前
なまえ

や住所
じゅうしょ

、写真
しゃしん

、電話番号
でんわばんごう

など）は、インターネットに情報
じょうほう

を載
の

せ

たり、他
ほか

の人
ひと

に送
おく

ったりしません。 

 

１１．カメラで何
なに

かを撮影
さつえい

するとき 

 ※撮影
さつえい

する目的
もくてき

をはっきりさせて使
つか

うようにしましょう。 

・先生
せんせい

が許可
きょか

したとき以外
いがい

はカメラを使
つか

いません。 



・カメラで人
ひと

を撮影
さつえい

したり、人
ひと

の家
いえ

や持
も

ち物
もの

などを撮影
さつえい

したりするときは、勝手
かって

に撮影
さつえい

しないで、必
かなら

ず撮影
さつえい

する相手
あいて

や場所
ばしょ

の許可
きょか

をもらってから撮影
さつえい

します。 

 

１２．データの保存
ほぞん

 

 タブレットで作
つく

ったデータやインターネットから取
と

り込
こ

んだデータ、タブレットで撮影
さつえい

した写真
しゃしん

な

どは、学習
がくしゅう

活動
かつどう

で先生
せんせい

が許可
きょか

したものだけ保存
ほぞん

します。 

 

１３．設定
せってい

の変更
へんこう

 

 タブレットの設定
せってい

は、勝手
かって

に変更
へんこう

しません。間違
まちが

っておかしな操作
そうさ

をしてしまったときは、先生
せんせい

に

知らせます。 

 

１４．タブレットの調子
ちょうし

が悪
わる

くなったときや故障
こしょう

したとき 

 タブレット本体
ほんたい

やインターネットが使
つか

えなくなって、再起動
さいきどう

しても元
もと

に戻
もど

らないときや、壊
こわ

れたり

無
な

くしたりしたときは、次
つぎ

のようにします。 

・学校
がっこう

で使
つか

っているとき…すぐに先生
せんせい

に知
し

らせます。 

・学校
がっこう

以外
いがい

で使
つか

っているとき…保護者
ほ ご し ゃ

の方
かた

が連絡帳
れんらくちょう

に状 況
じょうきょう

を記入
きにゅう

し、先生
せんせい

に提出
ていしゅつ

します。 

 

【保護者の方へ】 

 鶴岡市教育委員会より、児童生徒一人につき一台のタブレット型パソコンを貸与し、今後の学習に活

用していきます。児童生徒には、この「タブレット活用のルールについて」を基に、タブレットを大切

に扱うことを指導していきます。ご家庭でもお子さんと一緒にお読みいただき、責任をもって管理にご

協力くださいますようお願いいたします。 

 インターネット（無線ＬＡＮ）に接続しなくてもタブレットの電源は入りますが、学習活動に使うた

めにはインターネット（無線ＬＡＮ）への接続が必要です。ご家庭で使う時や、パスワードで保護され

た無線ＬＡＮに接続する時は、保護者の方が設定してくださるようお願いします。別紙の「Wi-Fiの接

続方法」もご参照ください。 


